
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

経済部 農林水産課 管理係

徳島市立食肉センターへの入場許可

徳島市立食肉センター条例

第６条

徳島食肉有限責任事業組合（電話 ６３２－０３２１）

１ 対象となる申請者
食肉センターへ入場しようとする者

２ 許可申請に必要な書類
食肉センター入場許可申請書

３ 許可基準
食肉センターへ入場することが必要と認められるとき。

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 即日

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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